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（２） 現在の経営状況

和水町

和水町特別養護老人ホーム「きくすい荘」

4

3 年度 12

和水町介護サービス事業経営戦略
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事務職員

理学療法士又は作業療法士

延 床 面 積

サ ー ビ ス 日 数

歳入面においては、構成比として最も高い施設介護サービス費収入が、新型コロナの感染拡大や待機者の減少等により令和2
年度は前年度と比較して減少となった。
また、一般会計繰入金は、施設の運営に係る経費として平成26年度から繰り入れを行っており、平成30年度が24,284千円、令
和元年度が6,086千円、令和2年度が45,600千円となっている。令和2年度の繰入れには、新型コロナ対策地方創生臨時交付金
分、30,978千円が含まれており、本交付金分を除くと14,622千円となり、平成30年度と比較して減少している。
一方、歳出面においては、人件費率が7割を超え依然高い水準にあり、赤字の主な要因となっている。但し、事業費全体として
は正職員の介護士の減少により、令和2年度は、新型コロナ対策地方創生臨時交付金分を除くと、歳出額が467,910千円と過去
2年間と比較して最も少なくなっている。
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施 設 数
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事　業　形　態　等

計 画 期 間

策 定 日

昭和47年６月
法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

事 業 の 内 容 直営

事 業 開 始 年 月 日

指定介護老人福祉施設
老人短期入所施設
老人デイサービスセンター

指定管理者制度導入
状 況

非適

 長期入所　　110
 短期入所　　 10
通所（デイ）   30

3 定 員
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（３） これまでの主な経営健全化の取組

２．将来の事業環境等

（１） 介護保険サービス事業における主な取組

（２） 高齢者人口等の予測

国は、「住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続ことができるよう、地域における医療・介護の関係機関が連携して、包括的かつ
継続的な在宅医療・介護を提供することが重要であり、地域の関係機関の連携体制の構築（地域包括ケアシステム）」を推進し
ている。
きくすい荘は、菊水圏域においては唯一の特養であり、更にはショートステイとデイサービスも併設しており、町の地域包括ケア
システムの役割を担っている。

歳入面では平成29年度から土・日曜日のショートステイの職員送迎の開始や利用者の入院等による空きベツドを活用した入所
を実施。長期入所については、平成29年度に前年度と比較して約1500万円の増収となっており、令和元年度には稼働率が
99.9%となっている。
歳出面では、平成29年度から給食業務の業務委託を行い経費削減を図っている。また、公募型プロハーザル方式による業者
選定を行ったことで、令和3年度は前年度と比較して年間約500万円の経費削減となっている。
更に、平成29年度からは正職員の採用を行っておらず、令和2年度からは人材派遣の職員も活用をしながら運営を行っている。

第8期和水町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画によると「総人口は、平成27年の10,763人から令和元年には9,917人とな
り、846人の減少。高齢者人口も平成28年の4,072人をピークに減少の段階へと入っている。今後の将来予測（住民基本台帳を
用いたコーホート変化率法による）では、総人口、高齢者人口ともにさらに減少が進む一方、後期高齢者は、ほぼ横ばいで推移
していくと予測され、介護保険財政にとっては、保険料負担者が減少することとなるため、急激な介護保険料の増大が懸念され
る。」と分析されている。
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（３） 介護需要の予測

【第8期和水町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画より】
　(高齢者人口の推移と予測)

【第8期和水町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画より】
　（総人口と高齢化率の推移と予測）

第8期和水町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画によると令和3年度の総給付費が1,267,248千円。
団塊の世代が75歳以上となる2025年（令和7年）には、52,443千円増加の1,319,691千円と推計されている。内訳として、在宅
サービスが令和3年度5億7,300万円、令和7年度が6億1,900万円。居住系サービスが令和3年度1億円、令和7年度が同額の1億
円。施設サービスが令和3年度5億9,400万円、令和7年度が6億700万円となっている。
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（４） 施設の見通し

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、今後町の人口減少は加速化するが、2040年頃までは高齢者の減少は穏やか
と推計されており、依然として介護老人福祉施設の必要性は高いと考えられる。
また、施設利用者の92％は町内の施設に入所されており、その72％がきくすい荘に入所されている一方、待機者が減少してい
ることに加え、長期的には高齢者（入所対象者）の大幅な減少も見込まれることから、施設（ショートステイ、デイサービス含）の
定員を削減していく必要がある。
サービス形態では、現在の従来型多床室（4人部屋）は、利用者の年金等の収入状況を考慮すると今後とも必要なサービス形
態である。しかしながら、今後の多様なニーズに対応していく為には、一部ユニット型個室での整備も必要となる。

【第8期和水町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画より】
　(2025年のサービス水準等の推計)
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施設サービス 居住系サービス 在宅サービス（百万円）

令和3年度 令和4年度 令和5年度

1,267,248 1,295,022 1,319,691

在宅サービス 573,063 594,645 612,763

居住系サービス 100,200 100,256 100,256

施設サービス 593,985 600,121 606,672

（単位：千円）

総給付費
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（５） 組織の見通し

３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１） 投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

①　収支計画策定に当たっての数値目標

②　収支計画のうち投資についての説明

③　収支計画のうち財源についての説明

施設整備後（建替後）の目標として、
収支改善に係る目標・・・人件費率を70％以下とする。
経費削減に係る目標・・・利用者1人当たりの消耗品を10％削減する。
収益確保に係る目標・・・定員を削減し長期・短期・通所の稼働率を９０％以上とする。

施設が老朽化しており、施設整備（建替え）が完了するまでの間は、必要最小限の修繕等で対応していく。
施設整備については、令和3年度に建設地を決定していくための地形測量・地質調査等を行い、令和4年度に建設設計等を行
い、令和5年度から令和6年度で改築工事等を予定。令和7年度中の開設を目指す。旧施設の解体費等を含めて、総額で約18
億6,000万円程度を見込んでいる。
金額は、近隣地域における類似施設の直近の整備費用及びコンサル等からの聞き取り調査により算出しているが、資材費や
人件費等の高騰、解体工事におけるアスベストの有無等により事業費の増加も考えられる。

正職員の介護士は、30代が11名（38％）、40代が16名（55％）、50代が2名（7％）と、50歳以下が93％を占め、若手の介護士が
多く10年後も現職員の93％が在職予定である。因って、職員の能力が最大限活かせる仕組みづくりと慢性的な人手不足への
対応が必要となってくる。
また、将来的には生産年齢人口の減少等により、介護職員の確保が懸念されており、職員一人ひとりの資質向上や会計年度
任用職員の活用等、人員配置のバランスを考慮する必要がある。

きくすい荘は昭和47年6月に開設し、令和4年には50年を迎えるが、設備の老朽化に伴い修繕等の維持管理費が増加してい
る。また、耐震化もなされていない状況にある。
令和3年2月に策定された「和水町公共施設個別施設計画」の個別方針では「耐震性能が不足しており著しい老朽化が見られる
ため、建替えに向けて早急な対応を図ります。」となっている。
介護サービス事業は、地域のインフラとも言える重要な事業のひとつであり、人口減少や高齢化が進んでいる当町において、代
替可能な施設もなく、今後も必要な施設となっている。
但し、今後の高齢者の推計や要介護者の見通し、入所待機者の減少等を考慮すると現在の定員を削減していく必要があり、施
設整備後の定員は、以下のとおりとする。
長期入所・・・現行「従来型多床室110床」を「定員80床（従来型多床室60床、ユニット型個室20床）」
短期入所・・・現行「定員10床」を「定員6床」
通所介護・・・現行「定員30名」を「定員20名」

投資に係る財源については、特老建設基金（約6億2,200万円）・国等の補助金・公共施設整備基金・ふるさと納税・過疎債・合併
特例債・介護サービス事業債等を見込んでいる。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明
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④　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

①　投資についての検討状況等

②　財源についての検討状況等

地域包括ケアシステムの構築に関する事項

資産の有効活用に関する事項

その他

介護給付費収入による、独立採算の経営を行う。
定員の削減については、新規の利用者を受け入れないことは施設の役割上難しく、新たな施設が開設するまでに段階的に利
用者を減らしながら対応をしていく必要がある。移行期間は、歳入と歳出のバランスが崩れ、一般会計からの繰り入れが増える
ことが見込まれる。
施設整備後の収支の見通しは、長期入所（80床）の歳入が3億1,389万1千円、短期入所（6床）の歳入が2,003万1千円、歳出額
が3億2,593万円を見込み、799万2千円の黒字を見込んでいる。
通所介護（定員20名）は、歳入額3,320万円、歳出額2,670万円を見込み、650万円の黒字となり、総計で1,449万2千円の黒字を
見込んでいる。

新技術の導入に関する事項

利用状況に関する事項

資金管理・調達・繰入金に関する事項

空きベッドを活用した入所や日曜日のショートステイ利用の職員による送迎の
開始。

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

施設等の統合・縮小・廃止に関する事項

民間の活力の活用に関する事項
（ＰＰＰ・ＰＦＩ など）

介護保険制度以外の町の独自の取り組みである「ふれあいショートステイ事
業」や「ショートステイ特別支援事業」を町の委託を受け実施している。
また、町の介護予防・日常生活支援総合事業を受託し、要支援者や基本チェッ
クリストにより生活機能の低下が見られた方に通所型サービスを提供してい
る。
その他、町の社会福祉協議会と連携し「配食サービス事業」における一部業務
の受託や町の高齢者等の避難所の役割を担っている。

平成27年度に九州看護福祉大学の教授をオブサーバーとして、施設整備の方
向性や運営方法等について検討するための「きくすい荘施設整備等検討委員
会」が組織され、平成29年3月に「移転・新築することが妥当等」の答申が町に
なされた。
平成31年3月には、議会の検討特別委員会が組織され、町で整備（建替え）を
行う旨の結論が出されている。
また、令和3年2月に策定された「和水町公共施設個別施設計画」では、劣化状
況が深刻化している為、個別方針で「建替え」となっている。

介護保険適用外の料金の見直しに関する事項

本年度に介護士の介護負担を軽減する為、移乗介助具（マッスルスーツ）を導
入予定。

施設外利用負担金や栄養補助食品の料金徴収を実施。

その他

平成31年3月の議会の全員協議会において、運営形態の変更（①地方独立行
政法人、②指定管理者制度、③民間移譲）についてメリットや課題、及び県内
の3公設の状況等を説明。
更に、同月に近隣町の民間移譲の経緯や方法等について聞き取りを実施。
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③　投資以外の経費についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

本経営戦略については、毎年ＰＤＣＡサイクルを実施しながら事後検証を実施していく。
本計画との乖離がある場合は、町立病院・きくすい荘の運営審議会で原因等を検討し、
修正を行った場合は、㏋等で町民に周知を図る。

その他

きくすい荘施設整備等検討委員会において、介護士の民間企業との比較等を
実施。
臨時・非常勤職員については、会計年度任用職員への移行に併せ、総務課と
検討を行っている。

定員削減に併せ、3部署を2部署に縮小することで、職員の人数を削減し、効率
化を図っていく。

職員給与費の適正化に関する事項

組織体制の効率化に関する事項

民間の活力の活用に関する事項
（指定管理者制度、ＰＰＰ・ＰＦＩ など）
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